
国務長官が交渉
開始を承認

国務省は定期的に
上院外交委に交渉中
案件のリストを送付

上院外交委/国務省
は交渉中案件の

法的ステイタス検討

交渉
＆合意

大統領の憲法上の権限に依拠す
るか？

議会が過去に類似の協定締結を
承認し国内立法を行ったか？

Sole Executive
Agreement

議会が過去に批准した条約に依
拠しているか？

協定が発効

大統領は発効後60日
以内に議会に送付

Agreement pursuant 
to Treaty

Congressional
Executive Agreement

議会が不承認

交渉
＆合意

大統領が上院に
条約を送付

大統領が上院に
批准を求めず

上院外交委の審議を
経て本会議に上程

上院外交委が本会議
に上程せず

上院本会議で3分の2
の多数で批准の

上院本会議で不承認/
条件付き承認=差戻し

大統領の
署名

発効＆
国内立法

条約/協定締結の手続
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